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「 

最
先
端
の
む
し
歯
・
歯
周
病

予
防
を
要
求
す
る
会
」
理
事
長

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
・
コ
ー
ク
大
学

 

西　

真
紀
子

従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
歯
科
医
療
保
険

の
枠
組
み
や
価
格
設
定
が
あ
る
が
、
そ
の

れ
て
い
る
。
他
に
、
日
本
の
日
常
臨
床
で

見
ら
れ
る
独
特
な
処
置
方
法
が
メ
タ
ル
イ

ン
レ
ー
で
あ
る
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は

全
く
行
わ
れ
て
い
な
い
。
施
設
基
準
に
よ

っ
て
報
酬
を
違
え
る
こ
と
も
な
い
。
エ
ビ

デ
ン
ス
が
な
い
こ
と
は
、
制
度
に
組
み
込

ま
れ
な
い
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
時
代
と
共
に
進
化
す
る
科
学
に

柔
軟
に
対
応
し
て
き
て
い
る
。

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
成
人
の
歯
科
医

療
に
つ
い
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
発
行
さ
れ
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大
阪
府
内
の
子
ど
も
医
療

費
助
成
の
対
象
拡
大
が
進
ん

で
い
る
。
２
０
１
８
年
４
月

１
日
か
ら
、
新
た
に
摂
津
市

が
助
成
対
象
を
入
・
通
院
と

も
に
高
校
卒
業
ま
で
に
拡

大
。
泉
大
津
市
と
茨
木
市
、

忠
岡
町
が
中
学
卒
業
ま
で
対

象
を
拡
大
す
る
。「
通
院
」

へ
の
助
成
に
限
れ
ば
各
市
町

村
の
状
況
は
、
高
校
卒
業
ま

で
を
対
象
と
す
る
自
治
体
が

８
市
町
、
中
学
校
卒
業
ま
で

が
33
市
町
村
、
小
学
校
ま
で

が
２
市
町
と
な
っ
て
い
る

（
大
阪
市
、
八
尾
市
、
豊
能

　

新
点
数
中
央
説
明
会

（
３
月
21
日
）
で
採
択
し

た
、
憲
法
を
生
か
し
社
会

保
障
の
充
実
を
求
め
る
ア

ピ
ー
ル
は
次
の
通
り
。

◇

　

２
０
１
８
年
度
診
療
報

酬
改
定
率
は
、
歯
科
技
術

料
０
・
69
％
プ
ラ
ス
、
全

体
で
は
１
・
19
％
の
マ
イ

ナ
ス
改
定
で
し
た
。
ま

た
、
改
定
内
容
も
歯
科
医

院
経
営
と
歯
科
医
療
の
危

機
を
改
善
す
る
に
は
程
遠

い
も
の
で
す
。

　

安
倍
政
権
は
18
年
度
予

算
案
で
も
医
療
・
介
護
報

酬
を
抑
え
込
み
、
６
３
０

０
億
円
と
見
込
ま
れ
た
社

国
会
で
発
議
し
、
国
民
投

票
に
持
ち
込
む
こ
と
を
狙

っ
て
い
ま
す
。
秘
密
保
護

法
、
安
保
法
制
、
共
謀
罪

な
ど
、
憲
法
を
踏
み
に
じ

っ
て
き
た
安
倍
政
権
の
も

と
で
９
条
を
変
え
れ
ば
、

日
本
が
ふ
た
た
び
「
戦
争

す
る
」
国
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
今
、
大
き
な

岐
路
に
立
っ
て
い
ま
す
。

今
こ
そ
、
９
条
と
25
条
を

生
か
し
発
展
さ
せ
る
こ
と

が
大
切
で
す
。
社
会
保
障

の
充
実
と
恒
久
平
和
の
実

現
へ
不
断
に
努
力
す
る
決

意
を
こ
こ
に
表
明
し
ま

す
。

費
税
は
庶
民
の
暮
ら
し
を

直
撃
す
る
最
悪
の
税
制
で

あ
り
、
歯
科
医
療
機
関
の

経
営
を
さ
ら
に
厳
し
く
す

る
も
の
で
す
。「
財
政
再

建
」
を
い
う
の
な
ら
、
大

企
業
減
税
や
富
裕
層
に
対

　

加
え
て
、
生
存
権
を
保

障
す
る
最
後
の
セ
ー
フ
テ

ィ
ー
ネ
ッ
ト
で
あ
る
生
活

保
護
で
は
、
住
民
税
、
保

険
料
、
最
低
賃
金
な
ど
に

も
連
動
す
る
「
生
活
扶
助

基
準
」
の
引
き
下
げ
を
18

ま
す
。
歯
科
で
も
窓
口
負

担
に
よ
る
患
者
の
受
診
抑

制
・
治
療
中
断
が
増
え
、

子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で

口
腔
の
健
康
悪
化
や
「
口

腔
崩
壊
」
と
も
い
え
る
深

刻
な
事
態
が
生
じ
て
い
ま

会
保
障
費
自
然
増
さ
え
１

３
０
０
億
円
圧
縮
す
る
な

ど
社
会
保
障
費
削
減
路
線

を
続
け
ま
す
。
国
民
に

「
保
険
で
良
い
歯
科
医
療
」

を
保
障
す
る
た
め
に
は
、

窓
口
負
担
の
軽
減
と
、
歯

科
医
療
費
総
枠
拡
大
、
診

療
報
酬
の
抜
本
的
引
き
上

げ
は
待
っ
た
な
し
の
課
題

で
す
。

　

低
所
得
者
や
不
安
定
雇

用
の
人
ほ
ど
疾
病
・
死
亡

の
リ
ス
ク
が
高
ま
る
「
健

康
格
差
」
が
拡
大
し
て
い

す
。

　

安
倍
政
権
は
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
で
原
則
１
割

の
患
者
窓
口
負
担
を
２
割

へ
引
き
上
げ
る
こ
と
な

ど
、
さ
ら
な
る
国
民
負
担

増
、
窓
口
負
担
増
も
狙
っ

て
い
ま
す
。

年
10
月
に
予
定
し
て
い
ま

す
。

　

「
財
政
再
建
」
や
「
社

会
保
障
財
源
」
を
口
実

に
、
安
倍
政
権
は
19
年
10

月
か
ら
の
消
費
税
率
10
％

へ
の
引
き
上
げ
を
強
行
し

よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
消

す
る
優
遇
税
制
こ
そ
見
直

す
べ
き
で
す
。

　

社
会
保
障
費
削
減
を
進

め
る
一
方
で
軍
事
費
は
過

去
最
大
と
な
り
ま
し
た
。

安
倍
首
相
は
、
憲
法
９
条

に
自
衛
隊
を
書
き
込
む
な

ど
の
改
憲
案
を
今
年
中
に

町
は
所
得
制
限
あ
り
）（
表
）。

　

各
市
町
村
が
助
成
対
象
の

拡
大
を
進
め
る
一
方
で
、
大

阪
府
は
福
祉
医
療
費
助
成
を

改
悪
。
子
ど
も
医
療
費
助
成

に
つ
い
て
は
、
精
神
病
床
へ

の
入
院
が
助
成
の
対
象
外
と

な
る
。
２
０
１
８
年
３
月
末

日
時
点
で
の
助
成

対
象
者
は
、
３
年

間
の
経
過
措
置
を

設
け
る
と
す
る

が
、
入
院
が
必
要

と
な
る
重
度
の
精

神
疾
患
を
抱
え
る

子
ど
も
ら
は
助
成

対
象
か
ら
締
め
出

さ
れ
る
。

　

大
阪
府
が
２
０

１
６
年
に
実
施
し

た
「
子
ど
も
の
生

　

九
条
の
会
お
お
さ
か
は
大

阪
市
内
で
３
月
17
日
、
大
阪

総
が
か
り
行
動
実
行
委
員
会

と
共
催
で
「
憲
法
を
守
り
、

生
か
す
署
名
に
協
力
を
！
」

街
頭
宣
伝
に
取
り
組
ん
だ
。

安
倍
政
権
が
目
論
む
改
憲
に

反
対
す
る
団
体
、
市
民
ら
５

０
０
人
が
集
っ
た
。
医
科
・

歯
科
両
協
会
か
ら
は
、
冨
本

昌
之
副
理
事
長
を
は
じ
め
役

員
、
事
務
局
13
人
が
参
加
し

た
。

　

ス
ピ
ー
チ
で
は
、
各
団
体

が
発
言
。
お
お
さ
か
医
科
・

歯
科
九
条
の
会
は
白
衣
で
登

壇
し
、
玉
川
尚
美
理
事
が

「
二
度
と
子
ど
も
た
ち
を
戦

争
に
い
か
せ
て
は
な
ら
な

い
」
と
訴
え
た
。

母
親
と
し
て

 

玉
川
理
事
発
言
要
旨

　

私
は
、
一
人
の
歯
科
医

師
、
一
人
の
母
親
と
し
て
改

憲
に
反
対
し
ま
す
。

　

医
療
者
は
、
皆
さ
ん
の
健

康
と
生
命
を
守
る
た
め
に
仕

事
を
し
て
い
ま
す
。
平
和
で

な
け
れ
ば
健
康
と
生
命
を
守

る
医
療
を
行
う
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

　

9
条
改
憲
は
、
集
団
的
自

衛
権
を
認
め
た
安
保
法
の
も

と
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
追
随

し
て
戦
争
す
る
国
へ
の
道
を

切
り
開
く
も
の
で
す
。

　

自
衛
隊
を
戦
場
に
送
り
、

子
ど
も
た
ち
を
戦
争
に
巻
き

込
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
改

憲
で
は
な
く
、
憲
法
を
守

り
、
生
か
す
こ
と
こ
そ
必
要

な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　

協
会
が
３
月
15
日
の
国
会

行
動
で
要
請
し
た
議
員
は
次

の
通
り
。

【
面
談
】

衆
院
〈
立
民
〉
村
上
史
好

〈
共
産
〉
宮
本
岳
志

参
院
〈
共
産
〉
山
下
芳
生

【
秘
書
対
応
】

衆
院
〈
自
民
〉
大
隈
和
英
、

宗
清
皇
一
、
大
西
宏
幸
、
と

か
し
き
な
お
み
、谷
川
と
む
、

北
川
知
克
、
中
山
泰
秀
、
佐

藤
ゆ
か
り
、
左
藤
章
、
長
尾

敬
、
原
田
憲
治
、
神
谷
昇
、

竹
本
直
一
〈
立
民
〉
長
尾
秀

樹
、
辻
元
清
美
、
尾
辻
か
な

子
、
森
山
浩
行
〈
民
進
〉
平

野
博
文
〈
希
望
〉
樽
床
伸
二

参
院
〈
自
民
〉
松
川
る
い
、

太
田
房
江
、
柳
本
卓
治
〈
共

産
〉
大
門
実
紀
史
、
辰
巳
孝

太
郎

 

（
敬
称
略
・
順
不
同
）

活
に
関
す
る
実
態
調
査
」
で

は
、
子
ど
も
医
療
費
助
成
が

あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
１
・

４
％
の
保
護
者
が
経
済
的
な

理
由
で
子
ど
も
を
医
療
機
関

に
受
診
さ
せ
る
こ
と
が
出
来

な
か
っ
た
と
回
答
し
て
い

る
。
医
科
・
歯
科
協
会
が
共

同
で
実
施
し
た
学
校
健
診
後

調
査
で
も
１
回
５
０
０
円
の

負
担
が
受
診
を
妨
げ
る
事
例

が
寄
せ
ら
れ
た
。

　

全
国
で
は
、
６
割
以
上
の

市
町
村
が
窓
口
負
担
の
無
償

化
を
実
現
し
て
お
り
、
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
に
な
り
つ
つ
あ

る
。
協
会
は
す
べ
て
の
子
ど

も
た
ち
が
等
し
く
医
療
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
、
窓
口
負
担

無
償
化
と
制
度
の
拡
充
を
求

め
て
い
く
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
成
人
歯
科
医
療
に
つ
い
て

の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
。
オ
ン
ラ
イ

ン
で
誰
で
も
閲
覧
可
能
で
あ
る　
　
　
　
　

子
ど
も
医
療
費
助
成

点
数
説
明
会

ア
ピ
ー
ル

憲
法
生
か
し
社
会
保
障
充
実
を

子ども医療費助成
府内市町村の対象一覧

2018年４月１日時点「通院のみ」

高校卒業（18歳年度末）まで

大阪市、箕面市、能勢町、豊能
町、摂津市、寝屋川市、門真市、
田尻町

中学卒業（15歳年度末）まで

堺市、東大阪市ほか31市町村

小学校卒業（12歳年度末）まで

島本町、高石市

「
高
卒
ま
で
」
８
市
町
に
拡
大

子どもを戦争に行かせぬ
玉川理事が改憲反対訴え

九条の会おおさか 梅田街宣

て
い
る
（
図
）﹇
１
﹈。
一
般
的
に
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
法
的
拘
束
力
は
な

く
、
そ
れ
に
従
っ
て
も
従
わ
な
く
て

も
い
い
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
現
代

の
医
学
で
は
、
レ
ベ
ル
や
質
の
高
い

エ
ビ
デ
ン
ス
が
重
視
さ
れ
、
専
門
家

個
人
の
意
見
は
重
視
さ
れ
な
い
の

で
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
シ
ス
テ
マ
テ

ィ
ッ
ク
レ
ビ
ュ
ー
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
た
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
く
。
つ
ま

り
、
一
つ
の
臨
床
疑
問
に
対
し
て
、

星
の
数
ほ
ど
あ
る
論
文
を
、
そ
の
道

の
専
門
家
が
複
数
集
ま
っ
て
、
系
統

的
に
洗
い
、
決
ま
っ
た
手
順
で
評
価

し
、
エ
ビ
デ
ン
ス
の
質
を
決
定
し
て

臨
床
現
場
に
応
用
で
き
る
よ
う
な
推

奨
を
出
す
。

科
学
が
制
度
を
決
め
る

科
学
が
制
度
を
決
め
る

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
こ
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
は
、
公
立
歯
科
医
療
サ
ー
ビ
ス

に
お
い
て
、
あ
る
症
状
の
患
者
に
、

こ
う
い
う
処
置
を
す
る
こ
と
が
、
患

者
、
術
者
、
国
に
と
っ
て
最
も
利
益

に
な
る
と
い
う
観
点
で
作
ら
れ
て
い

よ
う
な
制
度
に
歯
科
医
師
が
操
ら
れ

る
の
で
は
な
く
、
科
学
が
制
度
を
操

る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
貫
く
た
め

に
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
大
き
な

役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

あ
る
も
の
、な
い
も
の

あ
る
も
の
、な
い
も
の

　

例
え
ば
、
侵
襲
性
歯
周
炎
患
者
に

行
う
こ
と
で
は
、
ス
ケ
ー
リ
ン
グ
に

よ
る
細
菌
性
プ
ラ
ー
ク
と
歯
石
の
除

去
は
、
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
２
と
推
奨

さ
れ
て
い
る
。
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
は

１
か
ら
10
ま
で
つ
け
ら
れ
、
１
に
近

い
ほ
ど
強
く
勧
め
ら
れ
る
の
で
、
こ

れ
は
か
な
り
強
い
グ
レ
ー
ド
で
あ

る
。
一
方
、
慢
性
歯
周
炎
、
侵
襲
性

歯
周
炎
、
イ
ン
プ
ラ
ン
ト
周
囲
炎
の

患
者
に
、
局
所
的
抗
菌
薬
を
塗
布
す

る
こ
と
は
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
10
で
、

最
低
の
グ
レ
ー
ド
が
与
え
ら
れ
て
い

る
。
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
禁
忌

マ
ー
ク
が
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
費
用
対
効
果
を
考
慮
し
て
ほ

と
ん
ど
意
味
が
な
い
も
の
と
判
断
さ

る
の
で
、
従
わ
な
い
方
が
不
利
益
に
な

る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
も
、
歯
科
医
師
が

「
子
ど
も
を
戦
争
に
行
か
せ
て

は
な
ら
な
い
」
と
訴
え
る
玉
川

理
事
＝
３
月
17
日
、
大
阪
市
内

３
・
15
国
会
行
動

要
請
議
員
一
覧

※ 大阪市、八尾市、豊能町は、所得制
限あり


